
参考様式第１号 

 

 

誓  約  書  

 

 

                                                                       

年  月  日 

 

 

 千葉県知事         様 

 

 

 

住 所 

 

氏 名
ふ り が な

        

 

生年月日 

 

電話番号      

 

 

 私は、家畜商免許を申請しますが、家畜商法第４条各号の規定に該当しないこ 

 

とを誓約します。 

 

 

（参考） 

 免許交付の欠格要件  （家畜商法第四条） 

（１）心身の故障により家畜の取引の業務を適正に行うことができない者として

農林水産省令で定める者 

（２）禁固以上の刑に処せられ２年を経過しない者 

（３）家畜取引関係法令に違反して罰金の刑に処せられ２年を経過しない者 

（４）免許の取り消しを受けて２年を経過しない者 

      （自ら取り消した場合、（１）で取り消された場合を除く） 

 



参考様式第５号 

 

営業保証金供託済届出書  

 

 

年  月  日 

 

 千葉県知事         様 

 

 

住所 

 

 

氏名             

 

 

 家畜商法第１０条の２第１項の規定による営業保証金の供託をしたので、同条 

 

第２項の規定により供託書の写しを添えて下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１．家畜商免許登録年月日及び番号 

 

 

                                     

２．供託年月日 

 

 

 

３．供託を行った場所 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号 

 

                                                       

                                                        

 

 

 

家畜商免許証交付申請書  

 

 

年  月  日 

 

 

 千葉県知事         様 

 

 

登録番号及び登録年月日 

 

住 所            

                                                          

氏名又は名称及び  

代表者の氏名                         

 

 

 家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者を新たに置く（増置する又 

は変更する）ので家畜商法施行規則第９条各号に掲げる書類を添えて、下記によ

り家畜商免許の交付を申請する。 

 

記 

 

１ 新たに家畜の取引の業務に従事することとなる者の人数   人 

 

 

２ 新たに家畜の取引の業務に従事することとなる者の所属する事業所 

 

 

３ その他参考となる事項 

 

 



様式第６号 

 

 

 県 収 入 証 紙 

 

 

 

家畜商免許申請書  

 

 

年  月  日 

 

 

 千葉県知事         様 

 

 

住 所            

                                                          

氏名又は名称及び  

代表者の氏名                         

 

 

 家畜商法第３条第１項の規定により家畜商の免許を受けたいので、家畜商法施

行令第１条各号に掲げる書類を添えて申請する。 



様式第９号 

 

 

従 業 者 調 書  

 

 

年  月  日 

 

 

 千葉県知事         様 

 

                 

                                住 所            

                                                          

                                氏名又は名称及び  

                                代表者の氏名                         

 

 

 

 家畜の取引の業務に従事する使用人その他従業者は、下欄のとおり相違ありま 

 

せん。 

 

従業者 

事業所 
住    所 氏  名 生年月日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


